
　6月14日（金）に、育成就労制度の創設などを定めた改正法（出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律）が国会で可決、成立しました。

　「技能実習」に代わる在留資格として「育成就労」を設け、特定技能1号水準の人材の確保を図る育成就労制

度が導入されます。同制度は、一定の就労期間（分野により1～2年）、日本語能力等の条件を満たす場合の転

職を可能とし、監理支援機関（従来の監理団体）については外部監査人の設置を義務付けるなどとしています。

1. 「育成就労制度及び特定技能制度」以外にも、次の点が改正されます。
　こちらも公布から3年以内に施行です。
　①不法就労助長罪の厳罰化
　　�不法就労助長罪の罰則が、現在3年以下の懲役又は300万円以下の罰金から5年以下の拘禁刑※又は500万
円以下の罰金に引き上げられます。

　　※拘禁刑とは、懲役と禁固を一本化した刑罰のことです。
　②永住許可制度の適正化
　　永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消事由を追加しました。
　　�法務大臣が永住許可をする要件として出入国管理及び難民認定法に規定する義務の遵守及び公租公課
の支払を明記し、故意に公租公課の支払をしないこと等を永住者の在留資格の取消事由とします。（た
だし、公租公課の支払状況や現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮する）

　③特定技能1号者への支援を委託する場合には、登録支援機関に限ること
　　�特定技能所属機関（受入れ機関）が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を、登録支援
機関に限るものとなります。

　　※詳細は、次ページ等をご参照ください。
　　https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001231483.pdf

1 「育成就労制度及び特定技能制度」以外にも、次の点が改正されます。

　   従来の下記12分野に
　　�　�介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、自動車整備、農業、漁業、

飲食料品製造業、外食業（介護以外は2号も受け入れ可能）
　　新たに次の４分野を追加しました。
　　　自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
　　 2024年度から2029年度までの５年間の特定技能受け入れ見込み枠が、2019年から2023年の約2.4
倍に拡大されました。（前号で紹介済）

2 特定技能適用分野の拡大 （この措置は24年度より実施です。）

育成就労制度の創設などの
改正法が国会で成立しました！

ただし、この法律は公布（6月21日）から３年以内に施行されるものと定められ、それまでは、現在の制
度が適用されます。
※技能実習制度も特定技能制度も当面は現在の制度のままです。
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